
第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会 

「湯けむり国スポ・全スポぐんま」大会広報動画制作業務 委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

  第 83 回国民スポーツ大会・第 28回全国障害者スポーツ大会「湯けむり国スポ・全スポ

ぐんま」大会広報動画制作業務 

 

２ 目的 

  令和 11年（2029 年）に当県で開催される予定の第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全

国障害者スポーツ大会（以下「湯けむり国スポ・全スポぐんま」という。）に向けた若年

層アスリートの啓発及び一般県民への開催周知、気運醸成 

 

３ 業務委託期間（履行期限） 

  契約締結の日から令和 7年 3月 31 日（月）まで 

 

４ 業務内容 

（１）大会広報動画の制作 

（２）制作した動画のプロモーション 

 

５ 業務概要 

（１） 大会広報動画の制作 

 令和 11 年（2029 年）に当県で開催される予定の湯けむり国スポ・全スポぐんま

の開催を周知し、アスリートの競技モチベーションを向上させつつ、一般県民の応

援感情を惹起させるため、次に掲げる内容に準拠したロング動画、ショート動画を

制作し、納品すること。 

  ア 動画のテーマ 

 県内アスリートへの啓発及び県民の応援を喚起する動画 

    イ 内容 

    ・ロング動画、ショート動画ともに、群馬県が実施している医科学トレーニングを

活用した競技力向上施策※についての内容を含めること。また、視聴したアスリ

ートが競技に対するモチベーションを向上させ、一般県民に対しては選手への

応援を喚起する内容とすること。また、SNS やインターネット上で話題になるこ

とを狙った内容とすることを基本とする。 

     ※競技力向上施策の詳細については、参加申込者に対して別途情報を提供しま

す。 

※群馬県では、目指す大会のコンセプトとして令和 4年度に「開催基本構想（下

リンク参照）」を定め、従来の国スポ（国体）とは異なる新しい大会の実現に



挑戦しております。動画制作の参考にしてください。 

 開催基本構想：https://www.pref.gunma.jp/site/83sports/100704.html 

・ロング動画は、競技者だけでなく一般県民の感動や共感を誘い、群馬県の選手を

応援したくなるようなストーリー性を感じる動画とすること。 

    ・縦型ショート動画は、主に SNS 上での使用を目的としたものであるため、直感的

に興味を惹く内容とし、SNS で拡散されることを主眼に置いた内容とすること。 

    ・横型ショート動画は、大型ビジョン又はデジタルサイネージ等で放映することを

目的としたものであるため、大会の開催やコンセプトを周知することを主眼に

置いた内容とすること。 

    ・ショート動画の素材はロング動画と共通のものを使用してもよいが、単 

純なロング動画の切り抜きでないものとすること。 

  ウ 訴求ターゲット 

県内在住または出身の 10代後半～20 代前半の若いアスリート及び一般県民 

  エ 本数 

    計 3 本以上制作すること。 

ただし、最低でもロング動画 1 本（横型）、ショート動画 2 本（縦型 1 本、横型 1

本）は制作すること。 

  オ 動画の長さ 

ロング動画：2分程度、ショート動画：15秒程度とする。 

  カ 制作に当たっての留意事項 

・アスペクト比は、横型は 16:9、縦型は 9:16 で制作すること。 

   ・画質は WQHD（縦型は 2560×1440、横型は 1440×2560）以上とすること。ただし、

縦型ショート動画についてはフル HD（1920×1080）以上であれば可とする。 

 ・撮影場所、時間、音響等を使用する際に必要となる一切の調整及び許認可等の手続

は受託者が行うこと。ただし、群馬県在住・出身の競技者へ出演を交渉する場合は、

県からのサポートを実施できる場合があるので提案時に申し出ること。 

   ・県は納品された動画データを県 YouTube アカウント「tsulunos」で公開する。ま 

た、大会ホームページや SNS アカウントで動画を使用する等、幅広く動画を活用す

る。 

（２）制作した動画のプロモーション 

   制作した動画は県 YouTube アカウント「tsulunos」で公開するため、そこでの動画の

再生回数等、達成する目標の設定及び目標達成のためのプロモーションの具体的計画

を根拠とともに提示すること。 

ただし、以下の内容については、必ず目標を設定すること。 

  ・県 YouTube アカウント「tsulunos」における令和 7年 3月 31 日（今年度末）時点の

本業務で制作した動画の再生回数 

 



６ 成果物 

次に掲げる内容を提出すること。 

 ア 業務完了報告書 

様式は任意とする。ただし、Microsoft Office のアプリケーションで編集可能なフ

ァイルと PDF ファイルの両方を提出すること。 

 イ 編集済みの動画 

 ウ リエディット可能なマスターデータ 

 エ 撮影により得た動画素材データ（テキスト・音楽挿入を行っていないもの）及び音楽

データ 

※ イ～エは、mp4 形式で納品すること。 

※ 提出方法は、受注者と協議して指定する。 

 

７ 納入場所 

  第 83 回国民スポーツ大会・第 28 回全国障害者スポーツ大会群馬県準備委員会事務局 

〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 県庁 25 階 

群馬県地域創生部スポーツ局湯けむり国スポ・全スポぐんま準備課内 

担当：総務企画係 安藤 

TEL：027-898-2723 

E-mail：kokusupo@pref.gunma.lg.jp 

 

８ 秘密の保持 

  本業務を履行する上で知り得た情報等については、第三者に開示または漏洩してはな

らない。 

 

９ 特記事項 

（１）他者の知的財産権を侵害しないように配慮すること。 

（２）本委託業務の実施による文章、画像、音声その他一切の著作権については、成果物が

納品された時点で発注者に譲渡するものとし、受注者が複写、複製その他の方法により

他の利用に供する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、受

注者または第三者の著作物が含まれている場合はこの限りではない。 

（３）受注者は成果物にかかる著作者人格権を有する場合においても、これを行使しないも

のとする。 

（４）受注者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできない。

ただし、業務を効率的に行う上で、必要と思われる業務については、発注者と協議の上、

業務の一部を委託することができる。 

（５）業務の処理にあたり発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）のために必要を生

じた経費は、受注者が負担する。 



（６）本仕様書に定める事項について疑義が生じたとき、または定めにない事項で業務に必

要な事項は、発注者と十分協議の上、作業を進めること。 

（７）委託期間中及び委託期間の終了後において、県が必要と認める場合は、受託者に対し、

この業務に関し必要な報告を求めることができる。 

（８）県は、必要に応じて本契約に係る情報（受注者名・契約種別・契約件名及び契約金額

等）を公開することがあるが、受注者はこれを了承するものとする。 


